
介護老人福祉施設事業概要
（令和８年６月１日現在）

《運営規程の概要》

サービスの種類 指定介護老人福祉施設 （平成１２年２月１４日指定）

事業所名 特別養護老人ホーム 寿幸園 （事業所番号4571500257）

所在地 宮崎市清武町木原５２３２番地２

電話番号 ０９８５－８４－２１４１

管理者氏名 （労働基準法) 黒 木 孝 夫 （介護保険法） 同左

①明るく家庭的な雰囲気を有し、可能な限り、居宅における生活に近い状態で生活
当施設の 等を行い、利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができ
運営方針 るようにすることを目指します。

②利用者の意思及び人格を尊重し、常にその人の立場に立ったサービスの提供に努
めます。

開設年月日 平成３年４月１日

入所定員 ６３名

《居室等の概要》

居室・設備の種類 室 数 備 考

１人部屋 １室

２人部屋 ５室

４人部屋 １３室

合 計 １９室

食堂 １室

機能訓練室（※兼食堂） １室 [主な設置機器] 交互滑車運動器、移動式平行棒他

浴室 １室 特殊浴槽

医務室(看護職員室) １室

《勤務体制》※「指定基準」は介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護の合計定員により算出

職 種 常勤換算 指定基準 勤 務 時 間 ・ 勤 務 体 制

施設長(業務統括) １名 １名 ８：３０～１７：３０ 【労働基準法・介護保険法上の管理者】

生活相談員 １名 １名 ８：３０～１７：３０
(生活上の相談支援)

看護職員 ３名以上 ３名 (標準的な時間帯における最低配置人員)
(健康管理･保健衛生) 日中… ８：００～１８：００ ２名

(標準的な時間帯における最低配置人員)
介護職員 ２５名以上 ２３名 早朝… ５：００～ ８：００ ３名
（日常生活介護･健康保 日中… ８：００～１８：００ ９名
持の相談助言） 夜間…１８：００～ ５：００ ３名

機能訓練指導員(機能訓練) １名 １名 看護職員の他、理学療法士～毎週土曜日に9：00～12：00

介護支援専門員(ｹｱﾌ゚ ﾗﾝ作成) １名以上 １名 ８：３０～１７：３０

医師 （２）名 必要数 内科 (毎週火曜日）１５：００～１６：００
(健康管理･療養上指導) 精神内科(毎週月曜日) １０：３０～１１：３０

栄養士(栄養管理) ２名 １名 ８：３０～１７：３０

《協力医療機関》

医療機関名称 所 在 地 診 療 科

宮崎善仁会病院 宮崎市新別府町江口950番地1 内科、外科、整形外科、眼科



《当施設が提供するサービスと利用料金》 （令和８年６月１日現在）
当施設では､日常生活介護(食事･排泄･入浴)､機能訓練､健康管理､その他自立への支援サービスを提供します。

１．基本サービス利用料（１日あたり）

【多床室】 【１割自己負担】 【２割自己負担】 【３割自己負担】

要介護度区分 ｻｰﾋﾞｽ利用料金 うち介護保険給付額 自己負担額 うち介護保険給付額 うち介護保険給付額 うち介護保険給付額 自己負担額

要介護１ ５,８９０円 ５,３０１円 ５８９円 ４,７１２円 １,１７８円 ４,１２３円 １,７６７円

要介護２ ６,５９０円 ５,９３１円 ６５９円 ５,２７２円 １,３１８円 ４,６１３円 １,９７７円

要介護３ ７,３２０円 ６,５８８円 ７３２円 ５,８５６円 １,４６４円 ５,１２４円 ２,１９６円

要介護４ ８,０２０円 ７,２１８円 ８０２円 ６,４１６円 １,６０４円 ５,６１４円 ２,４０６円

要介護５ ８,７１０円 ７,８３９円 ８７１円 ６,９６８円 １,７４２円 ６,０９７円 ２,６１３円

２．体制加算等 (１日あたり)

【１割自己負担】 【２割自己負担】 【３割自己負担】
サービス内容 サービス利用料金

うち介護保険給付額 自己負担額 うち介護保険給付額 自己負担額 うち介護保険給付額 自己負担額

精神科医療養指導加算 ５０円 ４５円 ５円 ４０円 １０円 ３５円 １５円

日常生活継続支援加算 ３６０円 ３２４円 ３６円 ２８８円 ７２円 ２５２円 １０８円

看護体制加算Ⅰ２ ４０円 ３６円 ４円 ３２円 ８円 ２８円 １２円

看護体制加算Ⅱ２ ８０円 ７２円 ８円 ６４円 １６円 ５６円 ２４円

夜勤職員配置加算 １６０円 １４４円 １６円 １２８円 ３２円 １１２円 ４８円

療養食加算(/回) ６０円 ５４円 ６円 ４８円 １２円 ４２円 １８円

科学的介護推進体制加算(/月) ４００円 ３６０円 ４０円 ３２０円 ８０円 ２８０円 １２０円

ＡＤＬ維持等加算Ⅰ(/月) ３００円 ２７０円 ３０円 ２４０円 ６０円 ２１０円 ９０円

外泊時費用 ２,４６０円 ２,２１４円 ２４６円 １,９６８円 ４９２円 １,７２２円 ７３８円

初期加算 ３００円 ２７０円 ３０円 ２４０円 ６０円 ２１０円 ９０円

※介護職員等処遇改善加算 17.6％
３．居住費及び食費 (１日あたり)

※食事の提供は、栄養並びに利用者の身体
利用者負担段階 居住費(多床室) 食費(～R8.7) 食費(R8.8～) の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に

可能な限り離床して行います
第 １ 段階 ０円 ３００円 ３００円 朝食7：50～ 昼食11：50～ 夕食17：00～

第 ２ 段階 ４３０円 ３９０円 ３９０円 ※「介護保険負担限度額認定証」の提示がい場合、
第４段階の負担額となります。 なお､食費は１日の

第 ３ 段階(1) ４３０円 ６５０円 ６８０円 うち１食でも提供があればご負担いただきます。
また、外泊・入院期間中、利用されていた ベッド

第 ３ 段階(2) ４３０円 １,３６０円 １,４２０円 を同意のうえ短期入所生活介護(介護予防含む)に利
用した日は、居住費のご負担はありません。

第 ４ 段階 ９１５円 １,４４５円 １,５４５円

４．その他の利用料

特別な食事(希望された場合) 実費相当額 理髪サービス ２,０００円／回 複写物 ２０円／枚

レクリエーション等材料費 実費相当額 日常生活諸費用 実費相当額

５．緊急時等の対応方法
利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医師またはあらかじめ施設が定めた協力医

療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
６．事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族に連絡を行うとともに、必要な措置を
講じ、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償
を速やかに行います。

７．非常災害対策
非常災害に備えて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を年２回以上実施するものとします。

８．苦情処理の体制 別紙

９．福祉サービス第三者評価の実施状況 実施の有無 有 ・ ○無


